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令和６年 第 7回 定例 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時      令和６年７月１７日（水）      午後１時３０分開会 

                   午後２時４５分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 本館３階 ３０１会議室  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

２９ 摂津市立小中学校結核対策委員会への諮問の件 承認 

３０ 摂津市公民館運営審議会委員の委嘱の件 承認 

 

報告事項 

番号 件       名 

１ 事業実施に伴う後援名義の使用承認について 

２ 令和６年度６月までの問題行動等報告について 

３ 令和６年度６月までの問題行動等具体的事案及び追跡報告等について 

４ 各課事業日程報告について 

 

その他 

番号 件       名 

１ 摂津市立小中学校結核対策委員会からの答申について 
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教 育 長 

教育長職務代理者 

委 員 

委 員 

委 員 

 

 

 

若狭孝太郎 

福 元  実 

大 矢 優 子 

藤 村 裕 爾 

榊 奈津子 

教 育 総 務 部 長 

教 育 政 策 課 長 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

学校教育課参事 

（ 教 職 員 人 事 担 当 ）  

教 育 支 援 課 長 

生 涯 学 習 課 長 

学校教育課長代理 

教育支援課長代理 

教育政策課長代理 

教育政策課総務係長 

安 田 信 吾 

小 西  仁 

河 平 浩 一 

 

田 中 大 介 

 

羽 田 行 伸 

 

武 田 進 介 

千葉 郁子 

樋口 三花 

濵 岡  徹 

藤 原 崇 裕 

星野 佑太 

こども家庭部長 

こ ど も 政 策 課 長 

こども政策課参事 

こども家庭相談課長 

保 育 教 育課 長 

保 育 教 育 課 参 事  

こども家庭部副理事 

兼 出 産 育 児 課 長 

 

大 橋 徹 之 

飯 野 祐 介 

佐 野 嘉 宏 

古 賀 順 也 

湯 原 正 治 

中 川 資 子 

松 田  紀 子 
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教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

ただいまから、令和６年第７回教育委員会定例会を開催いたしま

す。 

本日の署名委員は榊委員です。よろしくお願いいたします。 

本日は付議事件が２件、報告事項が４件、その他が１件ございま

す。 

まず、本日の議事進行について各委員にお諮りします。 

議案第２９号、報告事項（３）及びその他（１）につきましては、

個人が特定される恐れがあるため、関係法令の規定によりまして、

秘密会として行いたく存じます。 

従いまして、まず議案第３０号から報告事項（４）まで進み、暫

時休憩を取ります。その後、秘密会を宣言し、報告事項（３）、議

案第２９号、その他（１）の順に進みますが、皆様ご異議ございま

せんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、本日の議事進行につきましては、ご

説明したとおり進行いたします。 

まず、議案第３０号「摂津市公民館運営審議会委員の委嘱の件」

について生涯学習課から説明をお願いします。 

 

議案第３０号「摂津市公民館運営審議会委員の委嘱の件」につい

て、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

  

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第３０号「摂

津市公民館運営審議会委員の委嘱の件」について原案とおり承認す

ることにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第３０号「摂津市公民館運営審
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教育政策課長 

 

教育長 

 

大矢委員 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

教育長職務代理者 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

教育長 

 

大矢委員 

議会委員の委嘱の件」については承認いたします。 

続きまして、報告事項（１）事業実施に伴う後援名義の使用承認

について教育政策課から説明をお願いします。 

 

［事業実施に伴う後援名義の使用承認について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

新規事業「まるごとタウン」の内容についてお伺いします。キャ

リア教育で子どもたちが働くことの面白さや難しさを学ぶことを

パナソニックスタジアムでどのように実施するのでしょうか。 

 

パナソニックスタジアムの主に観客席をゾーニングし、フリーマ

ーケットや企業ブース等が出店いたします。また、子どもたちによ

るお店運営や企業のお仕事体験等が催される予定です。 

 

現在様々な国から本市に来られ、各学校においても多言語を学ぶ

機会が設けられていると思います。第４１回摂津市夏期学校（ハギ

ハッキョ）は、主に在日韓国・朝鮮の児童生徒が対象だと思います

が、その他の国籍の方も参加されているのでしょうか。 

 

在日韓国・朝鮮以外の児童生徒も参加しております。 

 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（２）令和６年度６月までの問題行動等報告について学

校教育課から説明をお願いします。 

 

［令和６年度６月までの問題行動等報告について説明］ 

 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

いじめの案件は例年６月が多い傾向にあると思います。昨年を見



5 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

榊委員 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

 

榊委員 

 

 

こども政策課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

ると同じく６月が多いのですが、その後１１月にもう一度件数が多

くなっています。この傾向の原因等についてお伺いします。 

 

様々な原因によりご指摘のような傾向があると思いますが、やは

り４月に新しい学級となり、新しい人間関係を構築していく中で、

コミュニケーションがうまくいかず、悩んでいる状況でいじめや暴

力行為に及ぶということが６月の多い要因の一つとしてございま

す。一方、１１月に件数が多い要因の一つとして、運動会や体育大

会、音楽会等が終わり、向かうべき目標がなくなることによる不安

感等が生じていることが考えられます。 

 

このように例年６月と１１月に多い傾向にあるということがわ

かっているので、何か対策を検討する必要があると思います。 

 

学童の問題行動等についても報告が挙がってくるのでしょうか。 

 

いじめについては、学校の教育活動以外で生起した場合も学校で

きちんと把握し、対応することとしております。学童の問題行動等

についても学校の教育活動と連動することから、学童の先生と連携

して対応するようにしております。 

 

学童指導員と教育委員会が問題行動等に関して直接コミュニケ

ーションをとる機会があるのでしょうか。 

 

学童指導員からの報告につきましては、定例的な会議等ではな

く、問題行動等が生起した際には、その都度、こども政策課に報告

をいただく流れとなっております。 

 

問題行動等の緊急性が高い事案等については学童指導員から学

校の教員に報告・引継ぎ等をすることも多いです。学校が引き継い

だ後に、本報告に計上すべきかどうかを判断し、件数として報告が

挙がってくることもあります。 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（４）各課事業日程報告について教育政策課から説明を
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教育政策課長 

 

教育長 

 

 

 

藤村委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こ ど も 政 策 課 参 事 

 

 

 

 

 

 

お願いします。 

 

［各課事業日程報告について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、特にございませんので、全体を通して何かご意見等は

ございませんか。 

 

この場をお借りして、意見・要望をさせていただきます。 

これまで私は不登校の児童・生徒の対応について、教育委員会事

務局の皆様は様々な角度から努力されていると評価しています。そ

のうえで、摂津市内において地域で子どもたちを支えようとしてい

る民間団体、ボランティア団体等の組織があります。国からもこう

いった団体等との連携をしていくよう通知等が出ていると思いま

す。 

知人を通じて、子ども食堂を運営している２つの団体と話をする

機会があり、地域で子どもたちを支える活動を身銭を切りながら運

営している現状を知りました。また、活動を展開する中で学校や関

係機関との連携はどうしているのか伺ったところ、連絡会議等で情

報共有をしているとのことでしたが、あまり学校との連携は取れて

いないとのことでした。 

私は、子どもを地域で支えているこのような団体と連携した仕組

みづくりを強く要望いたします。個人情報の取扱いなどの課題はあ

ろうかと思いますが、本市の状況を踏まえると、せっかくあるリソ

ースを活かさない手はないと考えます。これから次年度の計画等を

検討していく段階になるかと思いますので、ぜひ検討いただきます

ようお願いします。 

 

現在市内には１７か所で子ども食堂が運営されております。その

中で多くの団体が子ども食堂ネットワークに加入いただいており

ます。子ども食堂ネットワーク会議は、勉強会や情報交換の場とし

て３ヵ月に１度開催されており、学校関係者としてスクールソーシ

ャルワーカーにも参加いただいております。また、先日、教頭会に

て市内子ども食堂のマップを掲載したチラシを小中学校の児童生

徒に配布するよう依頼させていただいたところでございます。さら
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藤村委員 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

に、スクールソーシャルワーカーを通じ、家庭の状況に応じて子ど

も食堂のご案内をしていただくように進めているところでござい

ます。 

 

現状は理解いたしました。アウトリーチとして、本当に支援の手

が必要な子どもに届いているのか、学校と地域の連携ということが

もう少し形として一歩進めないのかと思います。ぜひ検討の程よろ

しくお願いします。 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

秘密会以外の審議については全て終了いたしました。 

会議の始めに、お諮りしましたとおり、ここで暫時休憩をとり、

秘密会として再開いたします。関係者以外の方はこれで終了です。

ご苦労様でした。 

それでは、暫時休憩します。 

 

≪暫時休憩≫ 

 

それでは秘密会として再開いたします。 

まず、報告事項（５）「令和６年度５月までの問題行動等具体的

事案」について学校教育課から説明をお願いします。 

 

 

【以下、秘密会のため削除】 

 

これにて秘密会を解きます。 

ただ今をもちまして、本日の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の定例教育委員会議を終了いたします。

ご苦労様でした。 

 


